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岐阜県災害廃棄物処理計画 

新旧対照表 
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第１編 

該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

1 

2 行目 

【これまでの

取組】 

 

【これまでの取組】 

・ 岐阜県（以下「県」という。）は、南海トラフ地震や内陸型

地震による災害に対する備えを進めるため、平成１７年３月に

「岐阜県地震防災対策推進条例」を制定し、平成１８年４月に

は「岐阜県地震防災行動計画」を策定するなど、特に地震防災

対策の強化を進めるとともに、毎年のように発生する風水害

（河川氾濫・土砂災害等）への備えを進めてきた。 

・ 災害廃棄物対策に関しても、この一環として、県内の事業

者団体との協定の締結や県と県内市町村による広域応援体制の

確立のため「岐阜県市町村災害廃棄物広域処理計画」を平成１

９年２月に策定するなど、対策の強化を進めてきた。 

 

 

１ 計画策定の背景 

・ 岐阜県（以下「県」という。）は、南海トラフ地震や内陸型

地震による災害に対する備えを進めるため、平成１７年３月に

「岐阜県地震防災対策推進条例」を制定し、平成１８年４月に

は「岐阜県地震防災行動計画」を策定するなど、地震防災対策

の強化や風水害（河川氾濫・土砂災害等）への備えを進めてき

た。 

・ その後、災害廃棄物対策に関し、県内の事業者団体との協

定の締結や県と県内市町村による広域応援体制を確立するため

平成１９年２月に「岐阜県市町村災害廃棄物広域処理計画」を

策定した。 

・ 国は、東日本大震災から得られた教訓を踏まえ、平成２５

年１２月に、事前防災・減災や迅速な復旧復興等に備えた強靭

な国づくりに関する基本理念と国等の役割を定めた国土強靭化

基本法を制定し、平成２６年６月には、同法第１０条に基づ

き、国土強靭化推進に向けた国の施策の基本的計画となる国土

強靭化基本計画を策定した。 

 

1 

10 行目 

【東日本大震

災等を踏まえ

た国の動向】 

【東日本大震災等を踏まえた国の動向】 

・ 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災において

は、従来の想定を超える巨大地震と広範囲にわたる津波災害、

さらには原子力事故により、災害が複合化し、誰もが想定しな

・ また、平成２６年３月に地方公共団体の災害廃棄物対策の

指針となる「災害廃棄物対策指針」（以下「指針」という。）を

策定し、平成２７年７月には平時における非常災害の備えや災

害発生時の特例措置などの規定を整備するため廃棄物の処理及
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

かった状況の連続の中で、膨大な災害廃棄物の処理が進められ

ることとなった。 

・ 国においては、こうした東日本大震災における災害廃棄物

処理の経験を踏まえて、平成２６年３月に地方公共団体の災害

廃棄物対策の指針となる「災害廃棄物対策指針」を提示すると

ともに、南海トラフ地震や首都直下型地震のように東日本大震

災を大きく上回るおそれのある巨大災害時の廃棄物対策の指針

である「巨大災害発生時における災害廃棄物対策のグランドデ

ザイン（中間取りまとめ）」を取りまとめて提示した。 

・ また、東日本大震災を始めとする近年の災害の教訓とし

て、災害により生じた廃棄物を円滑・迅速に処理していくため

には、関係者が連携・協力した上で、平時から災害に備える必

要があること、また、災害が発生した後に柔軟な対応を確保す

るため、特例的な措置が必要であることなどが明らかとなった

ため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本

法の一部を改正する法律」が平成２７年７月に制定された。 

・ さらに、国は、熊本地震等の近年の災害の知見を元に、平成

３０年３月に災害廃棄物対策指針を改定し、近年の法改正を受

けた災害廃棄物処理計画や災害廃棄物対策指針の位置づけ等を

明記し、近年発生した災害時の対応を受けた実践的な対応につ

ながる事項を追加するとともに、令和元年には「災害廃棄物対

策指針 資料編」を改定し、仮置場必要面積の算出方法等を変

更した。 

び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）及び災害

対策基本法の改正を行った。 

・ こうした中、県では、平成２７年３月に岐阜県強靭化計画

を全国に先駆けて制定するとともに、災害廃棄物対策として、

従来の「岐阜県市町村災害廃棄物広域処理計画」を見直し、県

の「南海トラフの巨大地震等被害想定調査結果」で被害想定と

して示された５つの地震及び浸水想定区域図に基づく水害を対

象とした「岐阜県災害廃棄物処理計画」（以下「計画」とい

う。）を平成２８年３月に策定した。 

・ 今回の改正は、令和６年能登半島地震などの近年の大規模

災害から得られた知見や令和７年３月に策定された第３期岐阜

県強靭化計画を踏まえ、より実効性の高い計画とすることを目

的として実施した。 

・ 具体的には、現指針に即した災害廃棄物発生量の推計値の

更新、公費解体及び自費解体に係る償還制度、災害ボランティ

アとの連携、効果的な広報手段、仮置場の設置及び運営などに

関する内容を拡充した。 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

1 

下から 13

行目 

【国土強靭化

基本計画・第

２期岐阜県強

靭化計画にお

ける災害廃棄

物対策】 

【国土強靭化基本計画・第２期岐阜県強靭化計画における災害

廃棄物対策】 

・ 国は、平成２５年１２月に、事前防災・減災や迅速な復旧

復興等に備えた強靭な国づくりに関する基本理念と国等の役割

を定めた国土強靭化基本法を制定するとともに、平成２６年６

月には、同法第１０条に基づき、国土強靭化推進に向けた国の

施策の基本的計画となる国土強靭化基本計画を策定した。県

も、同法第１３条に基づき、平成２７年３月に岐阜県強靭化計

画を全国に先駆けて制定し、令和２年３月に計画期間の期限を

迎えたことから、新たに「第２期岐阜県強靭化計画」を策定し

た。 

・ 災害廃棄物対策は、国土強靭化基本計画及び第２期岐阜県

強靭化計画において、迅速な復旧・復興を進めるための施策と

して位置付けられている。 

・ このように、災害廃棄物対策は、大規模災害の発生時にお

いては、迅速な復旧・復興を推進するための第一歩として位置

付けられるものであり、平常時から、県、市町村、国、民間事

業者等の連携を図るとともに、発災時には、連携して対応でき

るよう事前の備えを十分にしておくことが求められている。 

（削除） 

2 

1 行目 

【岐阜県災害

廃棄物処理計

画の策定】 

【岐阜県災害廃棄物処理計画の策定】 

・ 県は、災害廃棄物対策指針を踏まえつつ、東日本大震災の

災害廃棄物処理において確立された新たな技術的知見や処理ス

ピードと経済性の双方を両立した合理的な処理スキームに学び

（削除） 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

ながら、震災において浮き彫りとなった多くの課題（例：市町

村庁舎の被災による行政機能の低下、災害対策本部を含めた行

政組織体制・情報通信網の混乱や、住民生活の支援等）を踏ま

えて、従来の「岐阜県市町村災害廃棄物広域処理計画」を見直

し、県防災課が平成２５年２月に公表した「南海トラフの巨大

地震等被害想定調査結果」で被害想定が示された５つの地震及

び県で作成した浸水想定区域図に基づく水害を対象とした「岐

阜県災害廃棄物処理計画」（以下、「計画」という。）を平成 

２８年３月に策定した。 

2 

10 行目 

【計画の改

定】 

【計画の改定】 

・ 大規模災害時廃棄物対策中部ブロック協議会が「災害廃棄

物中部ブロック広域連携計画」を策定したことから、平成２９

年９月に計画を一部改定し、「災害廃棄物中部ブロック広域連携

計画」の位置付けを追加した。 

・ また、県防災課が平成３１年２月に「内陸直下地震に係る

震度分布解析・被害想定調査結果」で新たに示した６つの地震

の被害想定及び「災害廃棄物対策指針」等の改定を踏まえ、令

和３年６月に改定を行った。 

・ 県は、計画を踏まえて、平常時から市町村、事業者団体と

の連携体制を確認するとともに、各々万一の事態に対する備え

を強化し、計画の実効性を高めるものとする。 

（削除） 

（以下を追加） 

２ 計画の目的 

災害廃棄物の処理は、大規模災害の発生時においては、迅速な

復旧・復興を推進するための第一歩として位置付けられるもの

であり、平常時から、県、市町村、国、民間事業者等の連携を

図るとともに、発災時には、連携して対応できるよう事前の備

えを十分にしておくことが求められている。 

本計画は、平常時から市町村、事業者団体との連携体制を確認

するとともに、災害発生後の早期復旧・復興を果たすべく、災

害が発生した際の廃棄物の迅速かつ適正な処理に資することを

目的とする。 

 

３ これまでの改定状況 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

 

 

2 

24 行目 

「１ 基本的

考え方」項 

・ 計画は、災害時に必要となる・・・（略）・・・ （以下「被害

想定調査結果」とする。）で示された１１の地震及び県で作成し

た浸水想定区域図に基づく水害について、災害廃棄物の発生量

をあらかじめ把握する。 

・ 計画は、災害時に必要となる・・・（略）・・・ （以下「被害

想定調査結果」とする。）で示された１１の地震について、災害

廃棄物の発生量をあらかじめ把握する。 

3 

下から 9

行目 

「1 計画の位

置付け」項 

・ 計画は、次頁の図に示すように、国土強靭化基本法に基づ

き作成された第２期岐阜県強靭化計画及び災害対策基本法に基

づき・・・（略） 

・ 計画は、次頁の図に示すように、国土強靭化基本法に基づ

き作成された岐阜県強靭化計画及び災害対策基本法に基づ

き・・・（略） 

4 【図１】岐阜

県災害廃棄物

処理計画の位

置付け 

（図中）第２期岐阜県強靭化計画 （図中）岐阜県強靭化計画 

5 

12 行目 

「 （１）対象と

する災害」項 

・計画の対象とする災害は、地震、風水害その他の自然災害と

するが、被害想定は「被害想定調査結果」で示された１１の地

震及び県で作成した浸水想定区域図に基づく水害につい

て、・・・（略） 

・計画の対象とする災害は、地震、風水害その他の自然災害と

するが、被害想定は「被害想定調査結果」で示された１１の地

震について、・・・（略） 

9 【表２】 （区分・種類）がれき類・その他（残材） ｜ （特性） （特性） 

（追加） 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

※土砂と廃棄物の混合物については、国土交通省所管の堆積土

砂排除事業（自然災害により市街地に多量に堆積した土砂を市

町村が排除するのを補助する事業。廃棄物と一括処理した後の

按分財政支援も可能）との連携が生じる場合がある 

9 【表２】 （区分・種類）有害廃棄物・危険物 ｜（特性）ＣＣＡ （区分・種類）有害廃棄物・危険物 ｜（特性）ＣＣＡ（クロ

ム・銅・ヒ素） 
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第２編 

第１章 

該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

11 

11 行目 

「２ 部及び

班の設置」項 

２ 部及び班の設置 

・ 災害対策本部が設置されたときは、岐阜県地域防災計画に

基づき、本部に環境生活部廃棄物対策班が設置され、支部に総

務班が設置される。 

・ 環境生活部長及び次長は、環境生活部内の災害対策を総括

し、指揮する。 

２ 部及び班の設置 

・ 災害対策本部が設置されたときは、岐阜県地域防災計画に

基づき、本部に環境エネルギー生活部廃棄物対策班が設置さ

れ、支部に総務班が設置される。 

・ 環境エネルギー生活部長及び次長は、環境エネルギー生活

部内の災害対策を総括し、指揮する。 

11 

17 行目 

「３ 廃棄物

対策班の構

成・事務分

掌」項 

（略） 

・ 要員の追加が必要な場合は、環境生活部長の指示により、

部内各課から応援職員を動員する。 

（略） 

・ 要員の追加が必要な場合は、環境エネルギー生活部長の指

示により、部内各課から応援職員を動員する。 

11 

18 行目 

「３ 廃棄物

対策班の構

成・事務分

掌」項 

「①構成」表下 （追加） 

※ 標準的な人数を示す（以下同じ） 

12 

下から 10

行目 

「１－２ 職員

への教育訓

練」 

１－２ 職員への教育訓練 

 

１－２ 職員・住民への教育訓練・普及啓発 

（追加） 

・発災時の住民広報を想定し、掲載すべき項目を平時から整理

して、チラシ等の文面の作成を平時から進めておくことが市町

村においては重要となる。また、平時においても可能な範囲で

住民への広報や意識醸成に取り組むことが望ましい。日常ごみ

の分別パンフレット内に災害ごみの項目を設けて仮置場開設や
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

分別品目を記載している例や、住民を含めた災害廃棄物ワーク

ショップを開催している例などもある。県はこうした取り組み

を市町村に助言する。 

13 

7 行目 

「１ 災害対

策本部から収

集する情報の

項目」項の表 

（区分）避難所と避難者数の把握 ｜ （情報収集項目）   （区分）避難所と避難者数の把握 ｜ （情報収集項目） 

（追加）・浄化槽の設置の有無 

14 

２行目 

「１―４ 協

力支援体制」

項の冒頭 

－ （追加） 

・市町村が被災した場合に得られる可能性のある外部からの主

な支援は以下の通りまとめられる。 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

・大規模災害などの際に支援を受ける際には、受ける側の「支

援される姿勢」が重要となる。具体的には、「どのような業務

について支援を受けるか、そのためにはどのような準備をし

ておくのが効果的か」など、支援される側としての体制整備

を考えておくことも必要となる。 

・また、近隣地域の自治体や民間事業者と、平時から「顔が見

える関係性」を構築しておくことが重要となる。発災時を想

定して、具体的な協力の打合せや訓練等の共同実施などを通

して、関係性・信頼性を構築しておくことが望ましい。県は

こうした取り組みを自ら促進するとともに、市町村に対して

必要性を助言する。 

14 

11 行目 

「2 県内市町

村との連携」

項 

・ （略） 支援体制を構築する。 ・ （略） 支援体制を構築する。 

（追加） 

【図３】「岐阜県及び市町村災害時相互応援協定書」に基づく支

援フローのイメージ 

 

 

14 「３ 他都道 （３）災害時の相互応援に関する協定 （３）災害時等の相互応援に関する協定 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

23 行目 府県との連

携」（３）項 

  ・締結先 石川県 

・内 容 包括的な応援協定 

 ・締結先 石川県 

・内 容 包括的な応援協定 

15 

1 行目 

「１―４ 協

力支援体制」

項に「４ 各

種支援制度の

有効利用の機

能化」「５ 中

部ブロック広

域連携計画に

基づく支援」

（「６ 民間事

業者との連

携」に番号変

更・一部加

筆）「７ ボラ

ンティアとの

連携」を新設 

 

 

（略） 

 

４ 民間事業者との連携 

 

（略） 

（追加） 

４ 各種支援制度の有効利用の機能化 

・発災時には、下記をはじめとする各種支援制度が錯綜しがち

であるため、県はこれらを統合的に調整し、被災市町村が必

要かつ十分な支援を得られるよう取り計らう。 

（１）災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）の活用 

・環境省は、災害廃棄物処理を経験し、知見を有する地方公共

団体の人材を「災害廃棄物処理支援員」として登録し、被災

地方公共団体の災害廃棄物処理に関するマネジメントの支援

を行っている。 

・毎年、全国の自治体へ推薦を依頼し、災害廃棄物処理支援員

として登録し名簿を作成、県とも共有している。 

・活用の流れとしては、被災自治体からの要請を基本に、環境

省現地支援チームが派遣の必要性について被災自治体と検討

し、都道府県、環境省において、災害廃棄物処理支援員のマ

ッチングを行う。また、都道府県が被災市区町村と派遣の調

整を行うことも可能。 

・県は、被災市町村と環境省との派遣の調整に加わるととも

に、必要に応じて被災市町村と派遣について調整する。 

（２）地方自治法に基づく応急職員派遣制度の活用 

・応急職員派遣制度は、被災都道府県内の自治体による応援職
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

員の派遣だけでは対応困難である場合、総務省が応援職員確

保調整本部事務局となり、第一段階として被災地域ブロック

内を中心とした自治体による応援職員の派遣、第二段階とし

て全国の自治体による追加の応援職員の派遣を行う制度であ

る。 

・県は災害発生時に、市町村の被災実態を把握し、県内の自治

体による応援職員の派遣だけでは対応困難であると判断した

場合、同制度の活用に向け総務省と調整する。 

 

５ 中部ブロック広域連携計画に基づく支援 

・災害廃棄物中部ブロック広域連携計画において、県が被災し

た場合の応援県としては、①愛知県②三重県③富山県の順位

が定められている。同計画において、応援県は中部地方環境

事務所の助言に基づき、被災県の要請を待つことなく、県内

市町村、産業廃棄物協会等の民間団体等に支援準備を要請す

るほか、被災県の状況等を踏まえ、中部地方環境事務所の助

言によらず支援準備要請を判断することも可能となってい

る。 

・県は被災した場合、中部地方環境事務所に支援が必要な旨連

絡するか、状況により応援県に直接支援準備を要請する。 

 

６ 民間事業者との連携 

（略） 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

 

【環境エネルギー生活部における協定】 

（略） 

（４）包括連携協定 

・内 容 災害時の早期復旧、廃棄物の資源化等による環境負荷

低減、地域の安全・安心及び青少年の健全育成、県産品の活

用及び観光振興、その他・地域社会の活性化 

・締結先 住友大阪セメント（株） 

・県担当課 廃棄物対策課 

（略） 

 

７ ボランティアとの連携 

・被災地の市町村社会福祉協議会が中心となって災害ボランテ

ィアセンターを設置し、住民・ＮＰＯ・企業などの協働によ

り運営されるスタイルが一般的になっている。災害時のボラ

ンティア活動は、被災家庭の掃除や災害ごみの撤去などを通

して、生活の基盤となる住環境を回復し、被災住民の生活を

回復することに寄与する。 

・ボランティアは被災住民を支援する目的で無償で集まってい

るのであり、行政を支援する目的ではないことに留意する。

市町村による災害廃棄物等の収集運搬とうまく連携できるよ

う調整を図る必要がある。 

・ボランティアに分別やごみの取扱い等、活動にあたって必要
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

な情報を迅速に周知できるよう、平時から市町村社会福祉協

議会と打ち合わせを行ったり、ボランティア向けのマニュア

ルを作成しておくことが望ましい。 

・県内の大規模災害発生時に、「岐阜県災害ボランティア連絡調

整会議」を設置することとし、役割や設置基準などを記載し

た設置マニュアルなどを策定している。 

15 上記の通り追

加した「７ 

ボランティア

との連携」項

の次 

－ （追加） 

８ 災害ケースマネジメント 

・一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携し

て、被災者に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取

組を災害ケースマネジメントという。 

・災害ケースマネジメントにより、申請主義における弱点を補

うことができるため、災害廃棄物の処理においては、公費解

体の申請に係る支援に活用が期待される。 

・被災時に災害ケースマネジメントを円滑かつ迅速に行うため

には、平時から関係機関との関係を構築し、連携方法を検討

しておく必要がある。 

・岐阜県では、県及び市町村が、民間団体等の関係機関と連携

し、災害ケースマネジメントによる被災者支援を円滑かつ迅

速に実施するためのネットワークを構築するとともに、普及

に向けた情報共有や連携方針の検討を行うことを目的とし

て、岐阜県災害ケースマネジメント協議会が令和６年４月に

設立された。 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

16、17 

 

【表３】【表

４】【表５】 

 

 

 

（数値更新、項目修正） 

 

 

 

18 

6 行目 

「 （１）がれき

類発生量（総

量）の推計」

項 

（１）がれき類発生量（総量）の推計 

がれき類発生量の推計は、「南海トラフ巨大地震の被害想定

（平成２５年３月）中央防災会議」におけるがれき類発生量の

推定式を用いた。計画では、解体建築物の棟数（解体棟数）

は、全壊・焼失棟数に加え、半壊棟数を考慮した。 

 

（枠囲み内の推計式 略） 

（１）がれき類発生量（総量）の推計 

がれき類発生量の推計は、環境省「災害廃棄物対策指針【技 

14-2】災害廃棄物等の発生量の推計方法（令和５年４月 28 日改

定）」におけるがれき類発生量の推定式を用いた。 

表６に圏域ごとのがれき類発生量（総量）を示す。 

 

（枠囲み内の推計式も削除） 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

 

がれき類の処理を行う場合は、廃棄物の種類によって処理の

方法が異なることから、組成別の廃棄物量を把握する必要があ

る。そのため、廃棄物組成は、これまでの事例等から得られて

いる建築物構造別の解体時及び倒壊・焼失時の割合から、表６

のとおり按分した。図３に圏域ごとのがれき類発生量（総量）

を示す。また、表７に県全体の想定災害別のがれき類発生量

（組成別）を示す。 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（廃棄物組成の表 削除） 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

19 

１行目 

【図３】 【図３】圏域ごとのがれき類発生量（総量） 

 

 

 

 

【表６】想定災害ごと・圏域ごとの全体発生量推計 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。           （単位：千ｔ） 

 

 

（グラフ削除） 

 

 

 

想定災害 岐阜圏域 西濃圏域 中濃圏域 東濃圏域 飛騨圏域 県合計

①南海トラフ巨大地震 2,739 1,437 734 831 222 5,964

②養老-桑名-四日市断層帯地震 4,001 5,596 321 126 4 10,049

③阿寺断層系地震

（南端から北西へ）
125 76 356 271 1,559 2,387

④阿寺断層系地震

（北端から南東へ）
182 133 350 1,282 997 2,945

⑤高山・大原断層帯地震

（北端から南西へ）
168 142 584 18 1,483 2,396

⑥高山・大原断層帯地震

（南端から北東へ）
0 0 98 1 2,025 2,125

⑦跡津川断層帯地震 350 208 265 24 2,056 2,904

⑧揖斐川-武儀川（濃尾）

断層帯地震（北端から南東へ）
6,830 1,366 2,708 225 18 11,147

⑨長良川上流断層帯地震

（北端から南へ）
1,077 286 2,206 203 209 3,981

⑩長良川上流断層帯地震

（南端から北へ）
66 44 1,177 2 92 1,380

⑪屏風山・恵那山及び猿投山断層

帯地震（南端から北東へ）
157 82 152 3,905 16 4,312
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

20 

１行目 

【表７】 【表７】県全体のがれき類発生量（組成別） 

 

（削除） 

20 

3 行目 

「 （１）がれき

類発生量（総

量）の推計」

項 最後の段

落 

推計の結果、県全体では、揖斐川-武儀川(濃尾)断層帯地震

（北端から南東へ）によるがれき類発生量が１２，１５２千ｔ

で最も多くなり、次いで養老-桑名-四日市断層帯地震の１１，

１６７千 t、南海トラフ地震の６，５３９千 t の順となる。 

推計の結果、県全体では、揖斐川-武儀川(濃尾)断層帯地震（北

端から南東へ）によるがれき類発生量が１１，１４７千ｔで最

も多くなり、次いで養老-桑名-四日市断層帯地震の１０，０４

９千 t、南海トラフ巨大地震の５，９６４千 t の順となる。 

20 

9 行目 

「 （１）がれき

類発生量（総

量）の推計」

（略） 

・・・によるがれき発生量が突出して多くなっている。 

（略） 

・・・によるがれき発生量が突出して多くなっている。 

 なお、指針【技 14-2】では、発災初動期に発生する片付けご
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

項 最後の段

落 

みの発生量の推計方法も紹介されている。１１地震の圏域ごと

の発生量推計を、参考までに資料編に示す。 

20 

10 行目 

「（２）種類別

選別率、リサ

イクル率」項 

（２）種類別選別率、リサイクル率 

災害廃棄物は、被災程度や処理状況により選別率が異なる。

計画では、災害廃棄物の種類別選別率、リサイクル率を東日本

大震災から得られた割合をもとに、表８のとおり設定した。 

（２）種類別発生比率、リサイクル率 

 がれき類の処理を行う場合は、廃棄物の種類によって処理の

方法が異なることから、組成別の廃棄物量を把握する必要があ

る。災害廃棄物の種類別発生比率とリサイクル率を、平成 28 年

熊本地震の事例から得られた割合に基づき、表７のとおり設定

した。 

21 

１行目 

【表８】 【表８】種類別選別率、リサイクル率（破砕選別後） 

 

【表７】種類別の発生比率とリサイクル率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

3 行目 

「 （３）種類別

のがれき類発

生量の推計」

項冒頭 

（３）種類別のがれき類発生量の推計 

仮置場に集積されたがれき類は各搬出先の仕様に合わせて前

処理を行う必要がある。そのため、破砕選別といった中間処理

を行う。 

（３）種類別のがれき類発生量の推計 

上記の種類別発生比率により推計した種類別のがれき類発

生量を表８に示す。 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

木くず、コンクリートがら、金属くず、その他（残材）に分

別されたがれき類は、破砕選別により柱材・角材、コンクリー

ト、可燃物、金属くず、不燃物、土材系に選別し、最終的にリ

サイクルを行う木質チップ、再生資材、金属くず等と、廃棄物

として処理を行う可燃物、不燃物に選別する。種類別のがれき

類発生量を表９に示す。 

21 

9 行目 

【表９】 【表９】種類別のがれき類発生量 【表８】種類別の発生量推計 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。                （単位：千ｔ） 

 

 

22 「 （４）災害廃 （４）災害廃棄物のリサイクル可能量、最終処分量の推計 （４）災害廃棄物のリサイクル可能量、最終処分量の推計 

想定災害
廃木材
(15%)

可燃物
(5%)

ｺﾝｸﾘｰﾄ類
(49%)

瓦類
(10%)

廃金属類
(1%)

不燃物
(20%)

合計

①南海トラフ巨大地震 895 298 2,922 596 60 1,193 5,964

②養老-桑名-四日市断層帯地震 1,507 502 4,924 1,005 100 2,010 10,049

③阿寺断層系地震
（南端から北西へ）

358 119 1,170 239 24 477 2,387

④阿寺断層系地震
（北端から南東へ）

442 147 1,443 295 29 589 2,945

⑤高山・大原断層帯地震
（北端から南西へ）

359 120 1,174 240 24 479 2,396

⑥高山・大原断層帯地震
（南端から北東へ）

319 106 1,041 213 21 425 2,125

⑦跡津川断層帯地震 436 145 1,423 290 29 581 2,904

⑧揖斐川-武儀川（濃尾）
断層帯地震（北端から南東へ）

1,672 557 5,462 1,115 111 2,229 11,147

⑨長良川上流断層帯地震
（北端から南へ）

597 199 1,951 398 40 796 3,981

⑩長良川上流断層帯地震
（南端から北へ）

207 69 676 138 14 276 1,380

⑪屏風山・恵那山及び猿投山断層
帯地震（南端から北東へ）

647 216 2,113 431 43 862 4,312
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

2 行目 棄物のリサイ

クル可能量、

最終処分量の

推計」項冒頭 

柱材・角材、コンクリート、可燃物、金属くず、不燃物、土

材系に選別されたがれき類は、最終的には表１０に示す方法で

処理又はリサイクルされる。 

がれき類は、最終的には表１０に示す方法で処理又はリサイ

クルされる。 

22 

4 行目 

【表１０】 【表１０】がれき類の処理及びリサイクルの方法 

 

【表９】がれき類の処理及びリサイクルの方法 

 

22 

5 行目 

「 （４）災害廃

棄物のリサイ

クル可能量、

最終処分量の

推計」項 2段

落目 

柱材・角材、コンクリート、金属くず、土材系はリサイクル

され、不燃物及び可燃物の焼却灰は最終処分場へ埋立処分され

る。 

種類別のがれき類発生量より、想定災害ごとのリサイクル可

能量、最終処分量を表１１～２１に示す。 

想定災害ごとのリサイクル可能量、焼却処理量、最終処分量を

資料編のとおりとりまとめた。 

 

22 

８行目 

【表１１】 【表１１】リサイクル可能量、最終処分量（①南海トラフ地

震） 

（資料編へ移動） 

【表１】リサイクル可能量、最終処分量（①南海トラフ巨大地震） 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

  

（単位：千ｔ） 

※最終処分量には「サーマルリサイクル」「焼却処分」の焼却灰として発生総量の１％分を

加えているため、合計は一致しない。 

22 

10 行目 

【表１２】 【表１２】リサイクル可能量、最終処分量（②養老-桑名-四日

市断層帯地震） 

 

（資料編へ移動） 

【表２】リサイクル可能量、最終処分量（②養老-桑名-四日市

断層帯地震） 

 

（単位：千ｔ） 

※最終処分量には「サーマルリサイクル」「焼却処分」の焼却灰として発生総量の１％分を

加えているため、合計は一致しない。 

23 

１行目 

【表１３】 【表１３】リサイクル可能量、最終処分量（③阿寺断層系地震

（南端から北西へ）） 

（資料編へ移動） 

【表３】リサイクル可能量、最終処分量（③阿寺断層系地震

圏域 発生総量
リサイクル量
(80%)

焼却処理量
(余熱利用なし)

(1%)

最終処分量
(埋立)

(19%+焼却灰1%)

岐阜圏域 2,739 2,191 27 548

西濃圏域 1,437 1,150 14 287

中濃圏域 734 587 7 147

東濃圏域 831 665 8 166

飛騨圏域 222 178 2 44

県合計 5,964 4,770 60 1,193

圏域 発生総量
リサイクル量
(80%)

焼却処理量
(余熱利用なし)

(1%)

最終処分量
(埋立)

(19%+焼却灰1%)

岐阜圏域 4,001 3,201 40 800

西濃圏域 5,596 4,477 56 1,119

中濃圏域 321 257 3 64

東濃圏域 126 101 1 25

飛騨圏域 4 3 0 1

県合計 10,049 8,038 100 2,010
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

 

（南端から北西へ）） 

 

（単位：千ｔ） 

※最終処分量には「サーマルリサイクル」「焼却処分」の焼却灰として発生総量の１％分を

加えているため、合計は一致しない。 

23 

3 行目 

【表１４】 【表１４】リサイクル可能量、最終処分量（④阿寺断層系地震

（北端から南東へ）） 

 

（資料編へ移動） 

【表４】リサイクル可能量、最終処分量（④阿寺断層系地震

（北端から南東へ）） 

 

（単位：千ｔ） 

※最終処分量には「サーマルリサイクル」「焼却処分」の焼却灰として発生総量の１％分を

加えているため、合計は一致しない。 

23 【表１５】 【表１５】リサイクル可能量、最終処分量（⑤高山・大原断層 （資料編へ移動） 

圏域 発生総量
リサイクル量
(80%)

焼却処理量
(余熱利用なし)

(1%)

最終処分量
(埋立)

(19%+焼却灰1%)

岐阜圏域 125 100 1 25

西濃圏域 76 61 1 15

中濃圏域 356 285 4 71

東濃圏域 271 217 3 54

飛騨圏域 1,559 1,247 16 312

県合計 2,387 1,910 24 477

圏域 発生総量
リサイクル量
(80%)

焼却処理量
(余熱利用なし)

(1%)

最終処分量
(埋立)

(19%+焼却灰1%)

岐阜圏域 182 146 2 36

西濃圏域 133 106 1 27

中濃圏域 350 280 4 70

東濃圏域 1,282 1,026 13 256

飛騨圏域 997 798 10 199

県合計 2,945 2,355 29 589
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

5 行目 帯地震（北端から南西へ）） 

 

【表５】リサイクル可能量、最終処分量（⑤高山・大原断層帯

地震（北端から南西へ）） 

 

（単位：千ｔ） 

※最終処分量には「サーマルリサイクル」「焼却処分」の焼却灰として発生総量の１％分を

加えているため、合計は一致しない。 

23 

7 行目 

【表１６】 【表１６】リサイクル可能量、最終処分量（⑥高山・大原断層

帯地震（南端から北東へ）） 

 

（資料編へ移動） 

【表６】リサイクル可能量、最終処分量（⑥高山・大原断層帯

地震（南端から北東へ）） 

 

（単位：千ｔ） 

※最終処分量には「サーマルリサイクル」「焼却処分」の焼却灰として発生総量の１％分を

加えているため、合計は一致しない。 

圏域 発生総量
リサイクル量
(80%)

焼却処理量
(余熱利用なし)

(1%)

最終処分量
(埋立)

(19%+焼却灰1%)

岐阜圏域 168 134 2 34

西濃圏域 142 114 1 28

中濃圏域 584 467 6 117

東濃圏域 18 14 0 4

飛騨圏域 1,483 1,186 15 297

県合計 2,396 1,916 24 479

圏域 発生総量
リサイクル量
(80%)

焼却処理量
(余熱利用なし)

(1%)

最終処分量
(埋立)

(19%+焼却灰1%)

岐阜圏域 0 0 0 0

西濃圏域 0 0 0 0

中濃圏域 98 78 1 20

東濃圏域 1 1 0 0

飛騨圏域 2,025 1,620 20 405

県合計 2,125 1,699 21 425
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

24 

１行目 

【表１７】 【表１７】リサイクル可能量、最終処分量（⑦跡津川断層帯地

震） 

 

（資料編へ移動） 

【表７】リサイクル可能量、最終処分量（⑦跡津川断層帯地震） 

 

（単位：千ｔ） 

※最終処分量には「サーマルリサイクル」「焼却処分」の焼却灰として発生総量の１％分を

加えているため、合計は一致しない。 

24 

3 行目 

【表１８】 【表１８】リサイクル可能量、最終処分量（⑧揖斐川-武儀川

(濃尾)断層帯地震（北端から南東へ）） 

 

（資料編へ移動） 

【表８】リサイクル可能量、最終処分量（⑧揖斐川-武儀川(濃

尾)断層帯地震） 

 
（単位：千ｔ） 

※最終処分量には「サーマルリサイクル」「焼却処分」の焼却灰として発生総量の１％分を

加えているため、合計は一致しない。 

24 【表１９】 【表１９】リサイクル可能量、最終処分量（⑨長良川上流断層 （資料編へ移動） 

圏域 発生総量
リサイクル量
(80%)

焼却処理量
(余熱利用なし)

(1%)

最終処分量
(埋立)

(19%+焼却灰1%)

岐阜圏域 350 280 4 70

西濃圏域 208 166 2 42

中濃圏域 265 212 3 53

東濃圏域 24 19 0 5

飛騨圏域 2,056 1,645 21 411

県合計 2,904 2,322 29 581

圏域 発生総量
リサイクル量
(80%)

焼却処理量
(余熱利用なし)

(1%)

最終処分量
(埋立)

(19%+焼却灰1%)

岐阜圏域 6,830 5,464 68 1,366

西濃圏域 1,366 1,093 14 273

中濃圏域 2,708 2,166 27 542

東濃圏域 225 180 2 45

飛騨圏域 18 14 0 4

県合計 11,147 8,918 111 2,229
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

5 行目 帯地震（北端から南へ）） 

 

【表９】リサイクル可能量、最終処分量（⑨長良川上流断層帯

地震（北端から南へ）） 

 
（単位：千ｔ） 

※最終処分量には「サーマルリサイクル」「焼却処分」の焼却灰として発生総量の１％分を

加えているため、合計は一致しない。 

24 

7 行目 

【表２０】 【表２０】リサイクル可能量、最終処分量（⑩長良川上流断層

帯地震（南端から北へ）） 

 

（資料編へ移動） 

【表１０】リサイクル可能量、最終処分量（⑩長良川上流断層

帯地震（南端から北へ）） 

 

（単位：千ｔ） 

※最終処分量には「サーマルリサイクル」「焼却処分」の焼却灰として発生総量の１％分を

加えているため、合計は一致しない。 

25 【表２１】 【表２１】リサイクル可能量、最終処分量（⑪屏風山・恵那山 （資料編へ移動） 

圏域 発生総量
リサイクル量
(80%)

焼却処理量
(余熱利用なし)

(1%)

最終処分量
(埋立)

(19%+焼却灰1%)

岐阜圏域 1,077 862 11 215

西濃圏域 286 229 3 57

中濃圏域 2,206 1,765 22 441

東濃圏域 203 162 2 41

飛騨圏域 209 167 2 42

県合計 3,981 3,185 40 796

圏域 発生総量
リサイクル量
(80%)

焼却処理量
(余熱利用なし)

(1%)

最終処分量
(埋立)

(19%+焼却灰1%)

岐阜圏域 66 53 1 13

西濃圏域 44 35 0 9

中濃圏域 1,177 942 12 235

東濃圏域 2 2 0 0

飛騨圏域 92 74 1 18

県合計 1,380 1,105 14 276
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

１行目 及び猿投山断層帯地震（南端から北東へ）） 【表１１】リサイクル可能量、最終処分量（⑪屏風山・恵那山

及び猿投山断層帯地震（南端から北東へ）） 

 

（単位：千ｔ） 

※最終処分量には「サーマルリサイクル」「焼却処分」の焼却灰として発生総量の１％分を

加えているため、合計は一致しない。 

25 

15 行目 

「２ し尿収集

必要量の推

計」 

（出典：「日本の廃棄物処理平成 30 年度版」） （出典：「日本の廃棄物処理（令和５年度実績）」） 

25 

24 行目 

同上 ③1 人 1 日平均的排出量＝2.62 L/人･日 

（出典：「日本の廃棄物処理平成 30 年度版」３．（１）し尿処理

状況の推移） 

③1人 1日平均的排出量＝1.7 L/人･日 

25 

26 行目 

同上 バキューム車、し尿処理施設の能力を表２２に、し尿収集必要

量を表２３に示す。 

し尿収集必要量を表１０に示す。 

圏域 発生総量
リサイクル量
(80%)

焼却処理量
(余熱利用なし)

(1%)

最終処分量
(埋立)

(19%+焼却灰1%)

岐阜圏域 157 126 2 31

西濃圏域 82 66 1 16

中濃圏域 152 122 2 30

東濃圏域 3,905 3,124 39 781

飛騨圏域 16 13 0 3

県合計 4,312 3,450 43 862
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

26 

 

【表２２】  （削除） 

26 【表２３】 

数値更新 

【表２３】し尿収集必要量 

 

【表１０】し尿収集必要量 

 

27 

7 行目 

「３ 避難所ご

み量の推計」

項 

避難所ごみ発生量は、災害廃棄物対策指針の技術資料に基づき

算定した。 

 避難所ごみの発生量＝避難者数×発生原単位 

避難者数：避難所における避難者数（人） 

発生原単位：収集実績に基づき市町村ごとに設定 

【参考】県平均 626 g/人・日（県平均） 

（出典：「平成 30 年度一般廃棄物処理事業実態調査結果」

生活系ごみ(生活系ごみ収集量+集団回収量) 1 人 1 日当たり

の排出量） 

避難所ごみ発生量は、災害廃棄物対策指針の技術資料に基づき

算定した。 

 避難所ごみの発生量＝避難者数×発生原単位 

避難者数：避難所における避難者数（人） 

発生原単位：収集実績に基づき市町村ごとに設定 

【参考】県平均 572 g/人・日（県平均） 

（出典：「令和５年度一般廃棄物処理事業実態調査結果」生

活系ごみ(生活系ごみ搬入量+集団回収量) 1 人 1 日当たりの

排出量） 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

避難所ごみ発生量を表２４に示す。 避難所ごみ発生量の推計結果を表１１に示す。 

27 

15 行目 

【表２４】避

難所ごみ発生

量 

数値更新 

  

28 

2 行目 

「４ がれき類

の収集運搬に

必要な収集運

搬車両台数の

推計」項 

〔○ 国が災害廃棄物対策指針の技術資料において「運搬車両の

必要台数の算定方法」を策定中であるため、策定後に、あらた

めて算定方法を検討する。〕 

発生する災害廃棄物を仮置場から処理施設へ搬出するため

に必要となる車両台数を、表１２に示す。 

 

【表１２】想定災害ごと・圏域ごとの災害廃棄物収集運搬車

両台数の推計＜仮置場から処理施設への搬出＞ 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。             

（単位：台）※ 10 トントラック換算 

※計算方法（作成上の関係者向け注記） 

収集運搬車両の延べ必要台数（台/日）＝発生量÷1 台あたりの

積載可能量÷撤去・解体期間（日）÷１日あたり往復回数 

（参照：災害廃棄物対策指針【技 17-2】収集運搬車両の必要台

数の算定方法（例）） 

１台あたり積載可能量（10 トントラック想定）：ガラ系（＝不

燃）7.26 トン、木質系（＝可燃）4.0 トンとし、８：２で案分

すると約 6.6 トン 

想定災害 岐阜圏域 西濃圏域 中濃圏域 東濃圏域 飛騨圏域 県合計

①南海トラフ巨大地震 258 136 69 78 21 563

②養老-桑名-四日市断層帯地震 377 528 30 12 0 948

③阿寺断層系地震
（南端から北西へ）

12 7 34 26 147 225

④阿寺断層系地震
（北端から南東へ）

17 13 33 121 94 278

⑤高山・大原断層帯地震
（北端から南西へ）

16 13 55 2 140 226

⑥高山・大原断層帯地震
（南端から北東へ）

0 0 9 0 191 200

⑦跡津川断層帯地震 33 20 25 2 194 274

⑧揖斐川-武儀川（濃尾）断層帯
地震（北端から南東へ）

644 129 255 21 2 1,052

⑨長良川上流断層帯地震
（北端から南へ）

102 27 208 19 20 376

⑩長良川上流断層帯地震
（南端から北へ）

6 4 111 0 9 130

⑪屏風山・恵那山及び猿投山断層
帯地震（南端から北東へ）

15 8 14 368 2 407
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

撤去・解体期間：施設と同様に、年 292 日×2.75 年＝803 日と

設定 

１日あたり往復回数：２往復と設定 

以上から、必要台数＝発生量(t)÷6.6(t/台)÷803(日)÷２(往

復)≒発生量(千ｔ)×5/53 として計算 

 

29 

1 行目 

【表２５】

（1/2） 

数値更新 

【表２５】一般廃棄物焼却施設の処理可能量（１／２） 

 

（資料編へ移動） 

【表１３】一般廃棄物焼却・溶融施設の処理可能量（１／２） 

 

30 

1 行目 

【表２５】

（2/2） 

数値更新 

【表２５】一般廃棄物焼却施設の処理可能量（２／２） （資料編へ移動） 

【表１３】一般廃棄物焼却・溶融施設の処理可能量（２／２） 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

  

31 

1 行目 

【表２６】 

（1/3） 

数値更新 

【表２６】一般廃棄物最終処分場の処理可能量（１／３） 

 

（資料編へ移動） 

【表１４】一般廃棄物最終処分場の処理可能量（１／３） 

 

32 

1 行目 

【表２６】 

（2/3） 

数値更新 

【表２６】一般廃棄物最終処分場の処理可能量（２／３） （資料編へ移動） 

【表１４】一般廃棄物最終処分場の処理可能量（２／３） 



33 

 

該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

  

33 

1 行目 

【表２６】 

（3/3） 

数値更新 

【表２６】一般廃棄物最終処分場の処理可能量（３／３） 

 

（資料編へ移動） 

【表１４】一般廃棄物最終処分場の処理可能量（３／３） 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

34 

18 行目 

「７ 災害廃

棄物の仮置場

の必要面積の

推計及び確

保」項に追加 

（略） 

・・・仮置場の必要面積に対し十分な面積の仮置場を確保す

る。 

（略） 

・・・仮置場の必要面積に対し十分な面積の仮置場を確保す

る。 

 

（追加） 

【仮置場の候補地選定条件】 

・仮置場候補地は、できるだけ地理的に偏りがないよう複数箇

所を選定しておくことが望ましい。 

・公有地が望ましく、面積は広いほどよい。 

・地域住民との関係性に配慮が必要となる。 

・住宅密集地でなく、病院、福祉施設、学校等に隣接していな

いほうがよい。 

・原状復旧の負担を考慮し、農地、校庭等は避けたほうがよ

い。 

・舗装されており地盤が固く、平坦な土地がよい。 

・仮置場の候補地の所有者に対して、災害時における仮置場と

しての利用について事前に理解を得ておくことが望ましい。 

34 

19 行目 

【表２７】 

番号変更 

【表２７】仮置場の用途 【表１３】仮置場の用途 

35 

1 行目 

【表２８】圏

域ごとの仮置

場必要面積及

び充足率 

【表２８】圏域ごとの仮置場必要面積及び充足率 【表１４】圏域ごとの仮置場必要面積及び充足率 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

 
※１ 令和２年度市町村アンケート調査結果から 

※２ 令和２年度市町村アンケート調査結果から。面積が不明の場合は、１箇所

あたり 0.5haとして算出した。 

注） がれき類発生量の容積のうち、早期に処理が必要な可燃物の占める割合は

約３０％である。「処理期間を通して一定の割合で災害廃棄物の処理が続くこと

を前提とした計算方法」を用いて算出する仮置場の必要面積は、「最大で必要とな

る面積の算定方法」を用いて算出する仮置場の必要面積の約６０％である。 

 

■：充足率 60％未満                   （単位：千ｔ） 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。                    

※使用可能面積と箇所数は、令和６年度市町村アンケート調査結果の数字を使用 

想定災害 岐阜圏域 西濃圏域 中濃圏域 東濃圏域 飛騨圏域 県合計

災害廃棄物発生量（千ｔ） 2,739 1,437 734 831 222 5,964

必要面積（ha） 114 60 31 35 9 249

使用可能面積（ha） 96 76 64 67 53 356

充足率（％） 85% 126% 208% 193% 574% 143%

災害廃棄物発生量（千ｔ） 4,001 5,596 321 126 4 10,049

必要面積（ha） 167 233 13 5 0 419

使用可能面積（ha） 96 76 64 67 53 356

充足率（％） 58% 32% 475% 1275% ー 85%

災害廃棄物発生量（千ｔ） 125 76 356 271 1,559 2,387

必要面積（ha） 5 3 15 11 65 99

使用可能面積（ha） 96 76 64 67 53 356

充足率（％） 1853% 2385% 428% 593% 82% 358%

災害廃棄物発生量（千ｔ） 182 133 350 1,282 997 2,945

必要面積（ha） 8 6 15 53 42 123

使用可能面積（ha） 96 76 64 67 53 356

充足率（％） 1272% 1363% 436% 125% 128% 290%

災害廃棄物発生量（千ｔ） 168 142 584 18 1,483 2,396

必要面積（ha） 7 6 24 1 62 100

使用可能面積（ha） 96 76 64 67 53 356

充足率（％） 1379% 1277% 261% 8926% 86% 356%

災害廃棄物発生量（千ｔ） 0 0 98 1 2,025 2,125

必要面積（ha） 0 0 4 0 84 89

使用可能面積（ha） 96 76 64 67 53 356

充足率（％） ー ー 1556% ー 63% 402%

災害廃棄物発生量（千ｔ） 350 208 265 24 2,056 2,904

必要面積（ha） 15 9 11 1 86 121

使用可能面積（ha） 96 76 64 67 53 356

充足率（％） 662% 871% 575% 6695% 62% 294%

災害廃棄物発生量（千ｔ） 6,830 1,366 2,708 225 18 11,147

必要面積（ha） 285 57 113 9 1 464

使用可能面積（ha） 96 76 64 67 53 356

充足率（％） 34% 133% 56% 714% 7084% 77%

災害廃棄物発生量（千ｔ） 1,077 286 2,206 203 209 3,981

必要面積（ha） 45 12 92 8 9 166

使用可能面積（ha） 96 76 64 67 53 356

充足率（％） 215% 634% 69% 792% 610% 214%

災害廃棄物発生量（千ｔ） 66 44 1,177 2 92 1,380

必要面積（ha） 3 2 49 0 4 58

使用可能面積（ha） 96 76 64 67 53 356

充足率（％） 3509% 4120% 130% ー 1386% 618%

災害廃棄物発生量（千ｔ） 157 82 152 3,905 16 4,312

必要面積（ha） 7 3 6 163 1 180

使用可能面積（ha） 96 76 64 67 53 356

充足率（％） 1475% 2211% 1003% 41% 7970% 198%

仮置場候補地の箇所数　 114 82 77 62 67 402

⑦跡津川断層帯地震

⑧揖斐川-武儀川（濃尾）

　断層帯地震

（北端から南東へ）

⑨長良川上流断層帯地震

（北端から南へ）

⑩長良川上流断層帯地震

（南端から北へ）

⑪屏風山・恵那山及び

　猿投山断層帯地震

（南端から北東へ）

⑥高山・大原断層帯地震

（南端から北東へ）

①南海トラフ巨大地震

②養老-桑名-四日市

　断層帯地震

③阿寺断層系地震

（南端から北西へ）

④阿寺断層系地震

（北端から南東へ）

⑤高山・大原断層帯地震

（北端から南西へ）
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(旧) 
該当箇所 旧 新 

35 

9 行目 

「７ 災害廃棄

物の仮置場の

必要面積の推

計及び確保」

項 最後の段

落 

推計の結果、岐阜圏域は南海トラフ地震、養老-桑名-四日市

断層帯地震、揖斐川-武儀川(濃尾)断層帯地震（北端から南東

へ）での仮置場が、西濃圏域は養老-桑名-四日市断層帯地震で

の仮置場が、中濃圏域では揖斐川-武儀川(濃尾)断層帯地震（北

端から南東へ）での仮置場が、東濃圏域では屏風山・恵那山及

び猿投山断層帯地震（南端から北東へ）での仮置場が、飛騨圏

域では高山・大原断層帯地震（南端から北東へ）での仮置場が

不足している。 

推計の結果、岐阜圏域は養老-桑名-四日市断層帯地震、揖斐

川-武儀川(濃尾)断層帯地震（北端から南東へ）での仮置場が、

西濃圏域は養老-桑名-四日市断層帯地震での仮置場が、中濃圏

域では揖斐川-武儀川(濃尾)断層帯地震（北端から南東へ）での

仮置場が、東濃圏域では屏風山・恵那山及び猿投山断層帯地震

（南端から北東へ）での仮置場が、必要面積の 60％に満たない

状況である。 

36 

１行目 

「８  水害に

よるがれき類

発生量の推計

等」項 

８ 水害によるがれき類発生量の推計等 

県南部では、木曽三川（木曽川・長良川・揖斐川）が伊勢湾に

向かって流れており、その合流域には海抜０m地帯を含む水郷地

帯が広がっている。特に、岐阜・西濃圏域においては地盤の低い

平野が広がっているため、豪雨時における水害の危険性が非常に

高く、長年にわたり水害に苦しんでいる地域である。 

そこで、県で作成した浸水想定区域図（図４）に基づき、水害

によるがれき類の発生量の推計を行った。想定する水害は洪水と

し、対象河川は岐阜県の管理河川及び国土交通省の管理河川とし

た。 

県は、市町村が管理する河川による洪水及び内水被害による被

害想定について、各市町村において以下の推計方法に準じて水害

廃棄物の発生量を推計するよう助言する。 

水害により発生する災害廃棄物は、浸水に伴う家財等が排出さ

れ混合廃棄物が多くなり分別作業がより必要となること及び焼

８ 水害による災害廃棄物発生量の推計等 

県南部では、木曽三川（木曽川・長良川・揖斐川）が伊勢湾に

向かって流れており、その合流域には海抜０m 地帯を含む水郷

地帯が広がっている。特に、岐阜・西濃圏域においては地盤の低

い平野が広がっているため、豪雨時における水害の危険性が非常

に高い地域である。それ以外の地域においても、河川による洪水

及び内水被害による水害の危険性は、常に存在している状況であ

る。 

そこで、水防法に基づく洪水浸水想定区域図及びそれに基づく

ハザードマップを踏まえ、各市町村が水害時の災害廃棄物の発生

量推計等が可能となるよう、推計方法の一例を以下に示す。 

県は、河川による洪水及び内水被害による被害想定について、

各市町村において以下の推計方法の例に準じて水害時の災害廃

棄物の発生量を推計するよう助言する。 

水害によって生じた災害廃棄物の特徴としては、家具や家電等
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

却処理する場合に発熱量を確保するため助燃材の投入が必要と

なることに配慮が必要である。 

豪雨等により宅地内に土砂及び流木等の廃棄物が堆積する場

合があり、これらの土砂混じりの廃棄物等を適切に処理するに

は、災害廃棄物の仮置場とは別に、これらの土砂混じりの廃棄物

等を分別する場所を設ける必要がある。また、住宅等所有者がこ

れらの土砂混じりの廃棄物等を住宅等から搬出するにあたり、規

模の大きさや作業の危険度により重機等を使用する必要がある

等の理由で個人での対応が困難な場合には、市町村が搬出を実施

（直接排除）することとなる。直接排除のために市町村が確保し

た重機等では十分でない場合は、県が締結している災害時の応援

協定に基づき、県が重機等と作業者を確保し、市町村を支援する

ことも想定する必要がある。 

の家財や、水を含んだ畳などが浸水により廃棄物となったものの

割合が多くなる傾向がある。また排出時の傾向としては、浸水が

終わればすぐに片づけが始まり、片付けごみが排出されるため、

それを受け入れる仮置場の迅速な設置と適切な広報が求められ

る。 

 

（追加） 

１． 

災害廃棄物の発生量推計の対象とする水害を決定して、ハザー

ドマップや浸水想定区域図の最新版を入手する。 

入手先の例としては、下記が挙げられる。 

 

洪水浸水想定区域図・水害危険情報図一覧（岐阜県） 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/20630.html 

ハザードマップポータルサイト（国土地理院） 

https://disaportal.gsi.go.jp/ 

 

２． 

浸水深ごとの建物被害棟数を確認する。 

確認方法の例としては、浸水想定区域図等の地図上において、

浸水深ごとの建物数を数える方法がある。精度が高い方法である

が、数えるのに時間と手間がかかるため、市町村において発災前

の平時からやるべきことと整理し、実施体制を確保して取り組む
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

必要がある。 

なお、棟数を数える際、住家・非住家や木造・非木造等といっ

た区別は、災害廃棄物発生量の推計を行う上では必要ない。 

 

３． 

浸水深ごとの全壊・半壊等の被害区分を設定する。 

一例としては「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（令

和７年７月、内閣府）の考え方などを参照し、浸水深 2.3m 以上

（床上 1.8m以上）を全壊、浸水深 0.5m以上 2.3m未満（床上浸

水 1.8m未満）を半壊、浸水深 0.5m未満を床下浸水と考える。 

これを一般的な浸水想定区域図等の浸水深の区分に当てはめ

た場合、浸水深 3.0m以上を全壊、0.5m以上 3.0m未満を半壊、浸

水深 0.5m未満を床下浸水と設定する方式などが考えられる。 

 

４． 

建物被害棟数を用いて、災害廃棄物全体量と片付けごみ量を推

計する。 

推計方法は、環境省「災害廃棄物対策指針」【技 14-2】「災害

廃棄物等の発生量の推計方法」を参照のこと。 

具体的には、水害時においては、下記の推計式と係数等を用い

る（水害以外の災害においては係数等が異なることに留意）。 

 

災害廃棄物全体量の推計式と係数 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

【推計式】 

Ｙ ＝ Ｙ１＋Ｙ２ 

 Ｙ：災害廃棄物全体量（トン）  

 Ｙ１：建物解体に伴い発生する災害廃棄物（＝解体廃棄物）量（トン）  

 Ｙ２：建物解体以外に発生する災害廃棄物量（トン）  

Ｙ１ ＝  （ １＋ ２） × ａ × ｂ１ ＋（ ３＋ ４) × ａ × ｂ

２ 

  １、 ２、 ３、 ４：被害棟数（棟）  

 添え字 １：住家全壊，２：非住家全壊，３：住家半壊，４：非

住家半壊  

 ａ：解体廃棄物発生原単位（t/棟）  

 ａ = Ａ１ × ａ１ × ｒ１ ＋Ａ２ × ａ２ × ｒ２ 

 Ａ１：木造床面積（ｍ２/棟） Ａ２：非木造床面積（ｍ２/棟）  

 ａ１ ：木造建物発生原単位（トン/ｍ２） ａ２ ：非木造建物発生原

単位（トン/ｍ２） 

 ｒ１ ：解体棟数の構造割合（木造）（－）ｒ２ ：解体棟数の構造割

合（非木造）（－）  

 ｂ１：全壊建物解体率（－）、 ｂ２：半壊建物解体率（－） 

Ｙ２ ＝（ １＋ ２） × ＣＰ  

 ＣＰ：片付けごみ及び公物等発生原単位（トン/棟） 

 

【係数】 

ａ１（トン/ｍ２）＝0.5 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

ａ２（トン/ｍ２）＝1.2 

Ａ１・Ａ２（ｍ２/棟） 

・市町村ごとに「固定資産の価格等の概要調書」（総務省）の市

町村別内訳より、「木造・総数」「木造以外・総数」それぞれの

棟数と床面積を入手して計算。災害廃棄物対策の検討に際し必

要な数値となるので、市町村ごとに最新の数字を平時から調べ

ておくことが望ましい 

ｒ１・ｒ２ 

・岐阜県の設定値＝89.5%・10.5% 

・地域防災計画に示される被害想定の結果を用い災害廃棄物量

を推計する場合、被害想定結果には建物構造別に被害量が算定

されているケースもあるため、その値を用いることが可能 

ｂ１＝0.5 

ｂ２＝0.1 

・市町村が半壊建物の解体廃棄物を処理しない場合は半壊建物

解体率をゼロに設定するなど、実態に合わせて半壊建物解体率

を調整すること 

ＣＰ（トン/棟）＝30.3 

 

【組成割合例】 

過去の災害の事例や研究等から得られる組成割合に基づき、組

成ごとの発生量を推計する。例として、平成３０年７月豪雨（岡

山県）における災害廃棄物の処理実績から求められた組成を以下
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に示す。 

※ 四捨五入の関係で合計は一致しない 

 

可燃物（17.2％） 

・柱角材 8.6％・可燃物 8.5％ 

 

不燃物（53.9％） 

・不燃物 21.3％・コンクリートがら 30.0％・金属くず 1.4％・

その他 1.2％ 

 

土砂（29.0％） 

・土砂 29.0％ 

 

片付けごみ発生量の推計式と係数 

【推計式】 

C ＝（ １＋ ２＋ ３＋ ４＋ ５＋ ６＋ ７）× ｃ 

 C：片付けごみ発生量（トン）  

  １、 ２、 ３、 ４、 ５、 ６、 ７：被害棟数（棟）  

 添え字 １：住家全壊、２：非住家全壊、３：住家半壊、４：非

住家半壊、 

５：住家一部破損、６：床上浸水、７：床下浸水  

 ｃ：片付けごみ発生原単位（トン/棟） 
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(旧) 
該当箇所 旧 新 

【係数】 

ｃ ＝1.7 

 １＋ ２＋ ３＋ ４＋ ５＋ ６＋ ７＝被害棟数すべての合計 

 

 

（参考）県内のＡ市（架空）における災害廃棄物発生量の推計例 

 県内の架空の自治体であるＡ市における災害廃棄物発生量の

推計例を以下に示す。 

 

前提条件： 

・「木造・総数」の棟数＝15,000 棟、床面積＝1,700,000ｍ２ 

・「木造以外・総数」の棟数＝7,000 棟、床面積＝1,500,000ｍ２ 

 これより、Ａ１＝113（ｍ２/棟）、Ａ２＝214（ｍ２/棟） 

 

・「全壊」（合計）＝200 棟、「半壊」（合計）＝800 棟、「床下浸水」

＝1,000 棟 

 

災害廃棄物全体量： 

ａ = Ａ１ × ａ１ × ｒ１ ＋Ａ２ × ａ２ × ｒ２ 

 ➡113×0.5×0.895 ＋ 214×1.2×0.105 ＝ 77.5315 

 

Ｙ１ ＝  （ １＋ ２） × ａ × ｂ１ ＋（ ３＋ ４) × ａ × ｂ

２ 
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 ➡200×77.5315×0.5 ＋ 800×77.5315×0.1 ＝ 13,956

（トン） 

 

Ｙ２ ＝（ １＋ ２） × ＣＰ  

 ➡200×30.3 ＝ 6,060（トン） 

 

Ｙ ＝ Ｙ１＋Ｙ２ 

 ➡13,956 ＋ 6,060 ＝ 20,016（トン） 

 

組成割合： 

全体量＝20,016（トン） 

 

可燃物（17.2％）➡3,443（トン） 

・柱角材 8.6％ ➡1,721（トン） 

・可燃物 8.5％ ➡1,701（トン） 

 

不燃物（53.9％）➡10,789（トン） 

・不燃物 21.3％ ➡4,263（トン） 

・コンクリートがら 30.0％➡6,005（トン） 

・金属くず 1.4％ ➡280（トン） 

・その他 1.2％ ➡240（トン） 

 

土砂（29.0％）➡5,805（トン） 



44 

 

該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

・土砂 29.0％ ➡5,805（トン） 

 

片付けごみ発生量： 

C ＝（ １＋ ２＋ ３＋ ４＋ ５＋ ６＋ ７）× ｃ 

 ➡（200＋800＋1,000）×1.7 ＝ 3,400（トン） 

 

36 

20 行目 

【図４】  

 

 

 

 

 

 

 

 

【図４】岐阜県浸水想定区域図 

削除 

37 

1 行目 

「（１）推計方

法」、「（２）推計

結果」項 削除 

（１）推計方法 

水害によるがれき類発生量の推計は、「水害廃棄物対策指針（平

成１７年６月）環境省」の添付資料に従い推計した。 

削除 
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(旧) 
該当箇所 旧 新 

 

（２）推計結果 

図５に圏域ごとの水害によるがれき類発生量を示す。 

水害により生じる災害廃棄物については、「南海トラフの巨大

地震等被害想定調査結果」で示された５つの地震により生ずる災

害廃棄物と比較すると少ないものの、被災市町村において３年以

内に処理することができない災害廃棄物が発生した場合には、県

内の広域応援体制を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図５】圏域ごとの水害によるがれき類発生量 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

39 

11 行目 

「（１）がれき

類」項 

圏域ごとのがれき類発生量、処理可能量及び広域処理等必要量

の関係を、想定地震ごとに以下のとおりとりまとめた。なお、可

燃物は焼却処理、不燃物は最終処分するものとし、処理可能量を

超えた分を広域処理等必要量とした。この項において「広域処理」

とは、県内（他圏域）の一般廃棄物処理施設、県外の一般廃棄物

処理施設、産業廃棄物処理施設、仮設処理施設での処理をいう。 

 

圏域ごとのがれき類発生量、焼却処理と最終処分ごとの要処理

量、圏域内の処理可能量、広域処理等必要量、及び他圏域からの

受け入れ可能量の関係を、想定地震ごとに資料編のとおりとりま

とめた。 

 

39 

20 行目 

圏域ごとの処

理可能量と広

域処理等必要

量 

①南海トラフ地震(がれき類の圏域ごとの処理可能量と広域処理

等必要量) 

 

岐阜圏域において、焼却処理及び最終処分の広域処理が、東濃

圏域において、焼却処理の広域処理が、西濃圏域及び飛騨圏域に

おいて、最終処分の広域処理が必要となる。 

（資料編へ移動） 

【表１５】南海トラフ巨大地震 

 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。          （単位）千ｔ） 

（評価）焼却処理については各圏域内での処理が可能。最終処

分については岐阜圏域と西濃圏域で広域処理が必要となるが、他

圏域で対応可能。 

40 

1 行目 

 ②養老-桑名-四日市断層帯地震(がれき類の圏域ごとの処理可能

量と広域処理等必要量) 

（資料編へ移動） 

【表１６】養老-桑名-四日市断層帯地震 

焼却処理量

(余熱利用問

わず)(5%)

最終処分量

(19%+焼却

灰1%)

焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分

岐阜圏域 2,739 137 548 229 102 0 446 92 0

西濃圏域 1,437 72 287 183 184 0 103 111 0

中濃圏域 734 37 147 150 384 0 0 113 237

東濃圏域 831 42 166 75 945 0 0 33 779

飛騨圏域 222 11 44 61 55 0 0 49 10

県合計 5,964 298 1,193 697 1,669 0 549 398 1,026

広域処理の

不足量
0 0

他圏域からの

受け入れ可能量

圏域 発生総量

要処理量 圏域内の処理可能量 広域処理等必要量
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

 

岐阜圏域、西濃圏域において、焼却処理及び最終処分の広域処

理が必要となる。 

 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。          （単位）千ｔ） 

（評価）焼却処理については西濃圏域で広域処理が必要となる

が、他圏域で対応可能。最終処分については岐阜圏域と西濃圏域

で広域処理が必要となり、他圏域でも対応不可となる。 

 

40 

4 行目 

 ③ 阿寺断層系地震（南端から北西へ）(がれき類の圏域ごとの処

理可能量と広域処理等必要量) 

 

飛騨圏域において、焼却処理及び最終処分の広域処理が必要と

なる。 

（資料編へ移動） 

【表１７】阿寺断層系地震（南端から北西へ） 

 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。          （単位）千ｔ） 

（評価）焼却処理については飛騨圏域で広域処理が必要となる

焼却処理量

(余熱利用問

わず)(5%)

最終処分量

(19%+焼却

灰1%)

焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分

岐阜圏域 4,001 200 800 229 102 0 698 29 0

西濃圏域 5,596 280 1,119 183 184 97 935 0 0

中濃圏域 321 16 64 150 384 0 0 134 319

東濃圏域 126 6 25 75 945 0 0 68 920

飛騨圏域 4 0 1 61 55 0 0 60 54

県合計 10,049 502 2,010 697 1,669 97 1,633 291 1,293

広域処理の

不足量
0 340

要処理量 圏域内の処理可能量 広域処理等必要量
他圏域からの

受け入れ可能量

圏域 発生総量

焼却処理量

(余熱利用問

わず)(5%)

最終処分量

(19%+焼却

灰1%)

焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分

岐阜圏域 125 6 25 229 102 0 0 223 77

西濃圏域 76 4 15 183 184 0 0 179 169

中濃圏域 356 18 71 150 384 0 0 132 312

東濃圏域 271 14 54 75 945 0 0 61 891

飛騨圏域 1,559 78 312 61 55 17 257 0 0

県合計 2,387 119 477 697 1,669 17 257 595 1,449

広域処理の

不足量
0 0

他圏域からの

受け入れ可能量

圏域 発生総量

要処理量 圏域内の処理可能量 広域処理等必要量
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

が、他圏域で対応可能。最終処分についても飛騨圏域で広域処理

が必要となるが、他圏域で対応可能。 

 

40 

7 行目 

 

 

 ④ 阿寺断層系地震（北端から南東へ）(がれき類の圏域ごとの処

理可能量と広域処理等必要量) 

 

東濃圏域において、焼却処理の広域処理が、飛騨圏域において、

焼却処理及び最終処分の広域処理が必要となる。 

（資料編へ移動） 

【表１８】阿寺断層系地震（北端から南東へ） 

 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。          （単位）千ｔ） 

（評価）焼却処理については各圏域内での処理が可能。最終処

分については飛騨圏域で広域処理が必要となるが、他圏域で対応

可能。 

 

41 

3 行目 

 ⑤ 高山・大原断層帯地震（北端から南西へ）(がれき類の圏域ご

との処理可能量と広域処理等必要量) 

 

（資料編へ移動） 

【表１９】高山・大原断層帯地震（北端から南西へ） 

焼却処理量

(余熱利用問

わず)(5%)

最終処分量

(19%+焼却

灰1%)

焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分

岐阜圏域 182 9 36 229 102 0 0 220 65

西濃圏域 133 7 27 183 184 0 0 176 158

中濃圏域 350 18 70 150 384 0 0 132 314

東濃圏域 1,282 64 256 75 945 0 0 11 689

飛騨圏域 997 50 199 61 55 0 145 11 0

県合計 2,945 147 589 697 1,669 0 145 549 1,225

広域処理の

不足量
0 0

他圏域からの

受け入れ可能量

圏域 発生総量

要処理量 圏域内の処理可能量 広域処理等必要量
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

 

飛騨圏域において、焼却処理及び最終処分の広域処理が必要と

なる。 

 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。          （単位）千ｔ） 

（評価）焼却処理については飛騨圏域で広域処理が必要となる

が、他圏域で対応可能。最終処分についても飛騨圏域で広域処理

が必要となるが、他圏域で対応可能。 

 

41 

6 行目 

 ⑥ 高山・大原断層帯地震（南端から北東へ）(がれき類の圏域ご

との処理可能量と広域処理等必要量) 

 

飛騨圏域において、焼却処理及び最終処分の広域処理が必要と

なる。 

（資料編へ移動） 

【表２０】高山・大原断層帯地震（南端から北東へ） 

 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。          （単位）千ｔ） 

（評価）焼却処理については飛騨圏域で広域処理が必要となる

焼却処理量

(余熱利用問

わず)(5%)

最終処分量

(19%+焼却

灰1%)

焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分

岐阜圏域 168 8 34 229 102 0 0 220 68

西濃圏域 142 7 28 183 184 0 0 176 156

中濃圏域 584 29 117 150 384 0 0 120 267

東濃圏域 18 1 4 75 945 0 0 74 941

飛騨圏域 1,483 74 297 61 55 14 242 0 0

県合計 2,396 120 479 697 1,669 14 242 590 1,432

広域処理の

不足量
0 0

他圏域からの

受け入れ可能量

圏域 発生総量

要処理量 圏域内の処理可能量 広域処理等必要量

焼却処理量

(余熱利用問

わず)(5%)

最終処分量

(19%+焼却

灰1%)

焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分

岐阜圏域 0 0 0 229 102 0 0 229 102

西濃圏域 0 0 0 183 184 0 0 183 184

中濃圏域 98 5 20 150 384 0 0 145 364

東濃圏域 1 0 0 75 945 0 0 75 945

飛騨圏域 2,025 101 405 61 55 41 350 0 0

県合計 2,125 106 425 697 1,669 41 350 631 1,595

広域処理の

不足量
0 0

他圏域からの

受け入れ可能量

圏域 発生総量

要処理量 圏域内の処理可能量 広域処理等必要量
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

が、他圏域で対応可能。最終処分についても飛騨圏域で広域処

理が必要となるが、他圏域で対応可能。 

 

41 

9 行目 

 ⑦ 跡津川断層帯地震(がれき類の圏域ごとの処理可能量と広域

処理等必要量) 

 

 

飛騨圏域において、焼却処理及び最終処分の広域処理が必要と

なる。 

（資料編へ移動） 

【表２１】跡津川断層帯地震 

 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。          （単位）千ｔ） 

（評価）焼却処理については飛騨圏域で広域処理が必要となる

が、他圏域で対応可能。最終処分についても飛騨圏域で広域処

理が必要となるが、他圏域で対応可能。 
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3 行目 

 ⑧揖斐川-武儀川(濃尾)断層帯地震（北端から南東へ）(がれき類

の圏域ごとの処理可能量と広域処理等必要量) 

（資料編へ移動） 

【表２２】揖斐川-武儀川(濃尾)断層帯地震（北端から南東へ） 

焼却処理量

(余熱利用問

わず)(5%)

最終処分量

(19%+焼却

灰1%)

焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分

岐阜圏域 350 18 70 229 102 0 0 211 32

西濃圏域 208 10 42 183 184 0 0 172 143

中濃圏域 265 13 53 150 384 0 0 136 331

東濃圏域 24 1 5 75 945 0 0 74 940

飛騨圏域 2,056 103 411 61 55 42 357 0 0

県合計 2,904 145 581 697 1,669 42 357 594 1,445

広域処理の

不足量
0 0

他圏域からの

受け入れ可能量

圏域 発生総量

要処理量 圏域内の処理可能量 広域処理等必要量
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

 

 

岐阜圏域及び中濃圏域において、焼却処理及び最終処分の広域

処理が、西濃圏域において、最終処分の広域処理が必要となる。 

 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。          （単位）千ｔ） 

（評価）焼却処理については岐阜圏域で広域処理が必要とな

るが、他圏域で対応可能。最終処分については岐阜圏域と西濃

圏域、中濃圏域で広域処理が必要となり、他圏域でも対応不可

となる。 
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8 行目 

 ⑨ 長良川上流断層帯地震（北端から南へ）(がれき類の圏域ごと

の処理可能量と広域処理等必要量) 

 

中濃圏域において、焼却処理及び最終処分の広域処理が、岐阜

（資料編へ移動） 

【表２３】長良川上流断層帯地震（北端から南へ） 

 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。          （単位）千ｔ） 

焼却処理量

(余熱利用問

わず)(5%)

最終処分量

(19%+焼却

灰1%)

焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分

岐阜圏域 6,830 342 1,366 229 102 113 1,264 0 0

西濃圏域 1,366 68 273 183 184 0 89 115 0

中濃圏域 2,708 135 542 150 384 0 158 14 0

東濃圏域 225 11 45 75 945 0 0 63 900

飛騨圏域 18 1 4 61 55 0 0 60 51

県合計 11,147 557 2,229 697 1,669 113 1,511 252 951

広域処理の

不足量
0 560

他圏域からの

受け入れ可能量

圏域 発生総量

要処理量 圏域内の処理可能量 広域処理等必要量

焼却処理量

(余熱利用問

わず)(5%)

最終処分量

(19%+焼却

灰1%)

焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分

岐阜圏域 1,077 54 215 229 102 0 114 175 0

西濃圏域 286 14 57 183 184 0 0 169 127

中濃圏域 2,206 110 441 150 384 0 58 39 0

東濃圏域 203 10 41 75 945 0 0 65 904

飛騨圏域 209 10 42 61 55 0 0 50 13

県合計 3,981 199 796 697 1,669 0 171 498 1,044

広域処理の

不足量
0 0

他圏域からの

受け入れ可能量

圏域 発生総量

要処理量 圏域内の処理可能量 広域処理等必要量
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

圏域及び飛騨圏域において、最終処分の広域処理が必要となる。 （評価）焼却処理については各圏域内での処理が可能。最終

処分については岐阜圏域と中濃圏域で広域処理が必要となる

が、他圏域で対応可能。 

 

43 

1 行目 

 ⑩ 長良川上流断層帯地震（南端から北へ）(がれき類の圏域ごと

の処理可能量と広域処理等必要量) 

 

中濃圏域において、焼却処理の広域処理が、飛騨圏域において、

最終処分の広域処理が必要となる。 

（資料編へ移動） 

【表２４】長良川上流断層帯地震（南端から北へ） 

 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。          （単位）千ｔ） 

（評価）焼却処理については各圏域内での処理が可能。最終

処分についても各圏域内での処理が可能。 

 

43 

5 行目 

 ⑪ 屏風山・恵那山及び猿投山断層帯地震（南端から北東へ）(が

れき類の圏域ごとの処理可能量と広域処理等必要量) 

（資料編へ移動） 

【表２５】屏風山・恵那山及び猿投山断層帯地震（南端から北東

へ） 

焼却処理量

(余熱利用問

わず)(5%)

最終処分量

(19%+焼却

灰1%)

焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分

岐阜圏域 66 3 13 229 102 0 0 226 89

西濃圏域 44 2 9 183 184 0 0 181 175

中濃圏域 1,177 59 235 150 384 0 0 91 148

東濃圏域 2 0 0 75 945 0 0 75 945

飛騨圏域 92 5 18 61 55 0 0 56 36

県合計 1,380 69 276 697 1,669 0 0 628 1,393

広域処理の

不足量
0 0

他圏域からの

受け入れ可能量

圏域 発生総量

要処理量 圏域内の処理可能量 広域処理等必要量
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

 

東濃圏域において、焼却処理及び最終処分の広域処理が必要と

なる。 

 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。          （単位）千ｔ） 

（評価）焼却処理については東濃圏域で広域処理が必要とな

るが、他圏域で対応可能。最終処分については各圏域内での

処理が可能。 

44～62 「２  既設施

設における広

域処理」「３ 

災害廃棄物の

広域処理等フ

ロー」 

（略） 重複する内容の記述を避けるため、前項「１ 圏域ごとの処理可

能量と広域処理等必要量」に集約した。 

63 

1 行目 

「４  災害廃

棄物の広域処

理等スケジュ

ール」番号変更 

４ 災害廃棄物の広域処理等スケジュール ２ 災害廃棄物の広域処理等スケジュール 

64 

6 行目 

「１-８  災害

廃棄物処理の

・ ３年以内に災害廃棄物を処理することができない圏域につい

ては、他圏域の一般廃棄物処理施設における広域処理により災害

・ ３年以内に災害廃棄物を処理することができない圏域につ

いては、他圏域の一般廃棄物処理施設における広域処理により災

焼却処理量

(余熱利用問

わず)(5%)

最終処分量

(19%+焼却

灰1%)

焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分 焼却処理 最終処分

岐阜圏域 157 8 31 229 102 0 0 221 70

西濃圏域 82 4 16 183 184 0 0 179 168

中濃圏域 152 8 30 150 384 0 0 142 353

東濃圏域 3,905 195 781 75 945 121 0 0 164

飛騨圏域 16 1 3 61 55 0 0 60 51

県合計 4,312 216 862 697 1,669 121 0 602 807

広域処理の

不足量
0 0

他圏域からの

受け入れ可能量

圏域 発生総量

要処理量 圏域内の処理可能量 広域処理等必要量
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

課題」項 冒頭 廃棄物の処理を行う必要があるが、南海トラフ地震では岐阜圏

域、西濃圏域、東濃圏域及び飛騨圏域において、養老-桑名-四日

市断層帯地震では、岐阜圏域及び西濃圏域において、揖斐川-武

儀川(濃尾)断層帯地震（北端から南東へ）では、岐阜圏域、西濃

圏域及び中濃圏域において、県内の一般廃棄物処理施設における

広域処理によっても３年以内に災害廃棄物を処理することがで

きない。 

害廃棄物の処理を行う必要があるが、養老-桑名-四日市断層帯地

震と揖斐川-武儀川(濃尾)断層帯地震（北端から南東へ）では、県

内の一般廃棄物処理施設における広域処理によっても、３年以内

に災害廃棄物を処理することができない。 

64 

15 行目 

「１－９  公

費解体及び自

費解体に係る

償還制度」を新

設 

― １－９ 公費解体及び自費解体に係る償還制度 

災害発生時に被災して全壊した家屋等（特定非常災害に指定さ

れた場合には半壊家屋等も対象）の解体・撤去について、災害等

廃棄物処理事業の補助対象となり、いわゆる公費解体が行われ

る。また、これら家屋等の所有者が市町村に公費解体申請を行わ

ず、自ら解体事業者に依頼して解体・撤去（自費解体）を行い、

市町村に費用償還の申請を行うことも可能となっている。 

 市町村におけるこれらの事務は、廃棄物部局で通常対応する業

務内容と大きく異なり、また発災後の業務量も多大となることか

ら、県は各市町村において、平時から業務の流れを理解し、発災

後に使用可能なマニュアル等の作成や人員体制の整備、事業者等

との調整など必要な準備をしておくことを助言する。 

公費解体については「公費解体・撤去マニュアル」第５版 令

和６年６月（環境省）に、また自費解体に係る償還制度について

は「自費解体（解体費用の立替えと払戻し）の手引き」令和６年

８月２６日（環境省）等の資料に、業務の流れと注意点が説明さ
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

れている。留意すべき概要は次のとおり。 

 

【公費解体】 

・公費解体の標準的な手順は下図のとおりとなる。棟数が多い場

合は事務量が多くなるため、庁内他部局からの協力を得て体制を

構築することが必要である。また他自治体からの支援や民間事業

者への委託も考えられる。 

 

 

 

 

 

公費解体の標準的な手順 

 

・受付の手続きやルール、申請書類のあり方などを事前に定めて

おく。 

・大規模災害においては、１件ずつの契約は現実的でない。平成

２８年熊本地震の際には、県が解体標準単価を設定し、地域ごと

に解体工事業協会会員で班編成を行って、順次計画的に解体工事

が進められた。 

・解体後の土地の整地に伴う撤去物の処理費用が積算に含まれ

ておらず、被災市町村の経費で処分せざるを得ない状況が過去に

散見された。工事発注の積算に当たっては、残渣の処分を含めて
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

積算を行う必要がある。 

・敷地の整理を行う場合には、境界石、コンクリート杭、金属鋲

など「境界標」の可能性があるものは、可能な限り保存するよう

に配慮する必要がある。塀・石垣の基礎部分や側溝なども同様で

ある。 

・家屋等が倒壊、焼失又は流失等により滅失し、建物性が認めら

れない場合には、その建物についての所有権等は消滅しているた

め、家屋等の所有権等を有していた全ての者の同意がなくても、

市町村の判断により災害廃棄物として公費解体・撤去を行って差

し支えない。 

・法務局では、被災者支援の一環として、被災市町村と連携し、

登記官の職権による倒壊家屋等の建物の滅失の登記（職権滅失登

記）を行っている。地方税法第 381 条第７項に基づき市町村から

管轄の法務局（登記所）に対して申出をすることにより迅速な処

理につながる。 

・申請者のほかに共有者等がいる場合には、原則としてはその共

有者等の意向確認を行う必要があるが、状況を総合的に考慮して

やむを得ないと考えられ、申請者が公費解体・撤去の申請をする

ことに対して共有者等から異議が出る可能性が低いと考えられ

る場合には、紛争が発生しても申請者の責任において解決する旨

の書面（いわゆる宣誓書）の提出を受けることにより、解体・撤

去を行うことも制度上は可能である。 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

【自費解体に係る償還制度】 

・標準的な流れとしては、下図のとおりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

・市町村は、申請者自身が費用償還の制度について正しく理解で

き、かつ制度を理解した適切な解体事業者を選択できるよう、HP

やチラシ等を活用し周知する必要がある。また、解体事業者に対

して制度に関する周知を適宜行う。 

・申請者は専門家でなく不慣れな場合が多いため、申請者が解体

事業者から施工前に取得した見積書について、申請者の自己負担

が生じないかなどの相談が市町村に寄せられた場合には、市町村

はその内容を確認し相談に応じる。また、そういう相談が可能で

あることと、その相談窓口を周知することが望ましい。 

・費用償還の申請の際に必要となる書類について市町村は整理

し、申請者や解体事業者に対して周知する。必要書類のうち、解

体事業者が解体完了後に申請者に提出すべき標準的な書類とし

ては、解体等費用の請求書をはじめ、解体等証明書、解体等の施

工前・施工中・施工後の様子が分かる写真、マニフェスト伝票の
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

写し（解体業者から処分業者への運搬が終了したことを報告する

伝票でよい）、市町村が定める様式に従って作成した解体費用内

訳書などとなる。 

・自費解体の償還金額は解体費、運搬費、処分費の合計額であり、

その算定の考え方は、公費解体を行った場合と同じである。 

 

64 

15 行目 

「１-９  今後

の県の取組」番

号変更 

１－９ 今後の県の取組 １－１０ 今後の県の取組 

64 

18～19 行

目 

①  ① 県内の広域処理体制を強化するため、県、市町村担当者を対

象とした演習、研修を行い、体制の強化に努める。 

① 県内の広域処理体制を強化するため、県、市町村担当者を対

象とした演習、研修を行うとともに、広域連携の詳細な手順

を示す。 
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第２章 

該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

66 

5 行目 

「２－２ 組

織体制・指揮

命令系統」項 

・ 環境生活部長及び次長は、岐阜県地域防災計画に基づいて

設置される環境生活部内の災害対策を総括し、指揮する。 

・ 廃棄物対策班のリーダーは、当面の対応において２４時間

の勤務体制及び他所属から補充人員の必要性を判断する。必要

と判断した場合は、環境生活部長から部内各課へ応援職員の動

員を依頼する。なお、２４時間の勤務体制とするときは、休憩

室の確保と休憩すべき者に適宜休憩を指示する。 

・ 県が被災市町村からの事務委託により災害廃棄物処理を実

施する場合は、環境生活部長から総務部長に対し、下記（２）

の表に基づく職員の補充を依頼する。 

 

（略） 

 

・ 要員の追加が必要な場合は、環境生活部長の指示により、

部内各課から応援職員を動員する。 

・ 環境エネルギー生活部長及び次長は、岐阜県地域防災計画

に基づいて設置される環境エネルギー生活部内の災害対策を総

括し、指揮する。 

・ 廃棄物対策班のリーダーは、当面の対応において２４時間

の勤務体制及び他所属から補充人員の必要性を判断する。必要

と判断した場合は、環境エネルギー生活部長から部内各課へ応

援職員の動員を依頼する。なお、２４時間の勤務体制とすると

きは、休憩室の確保と休憩すべき者に適宜休憩を指示する。 

・ 県が被災市町村からの事務委託により災害廃棄物処理を実

施する場合は、環境エネルギー生活部長から総務部長に対し、

下記（２）の表に基づく職員の補充を依頼する。 

 

（略） 

 

・ 要員の追加が必要な場合は、環境エネルギー生活部長の指

示により、部内各課から応援職員を動員する。 

66 

13 行目 

「２－２ 組

織体制・指揮

命令系統」項 

廃棄物対策班の構成・事務分掌（再掲 11P） 廃棄物対策班の構成・事務分掌（再掲 14P） 

68 

3 行目 

「２ 発災後

３日目まで」

項 

・ 廃棄物対策班は、被災市町村及び一部事務組合からの情報

を定時に取りまとめるため、被災市町村を所管する支部環境課

を通じて、環境生活部災害対応マニュアルに・・・（略） 

・ 廃棄物対策班は、被災市町村及び一部事務組合からの情報

を定時に取りまとめるため、被災市町村を所管する支部環境課

を通じて、環境エネルギー生活部災害対応マニュアルに・・・
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

（略） 

68 

6 行目 

「2 発災後 3

日後まで」項 

情報収集すべき項目（再掲 13P） 情報収集すべき項目（再掲 17P） 

70 

16 行目 

「４ 仮置

場」 

・ ・・・との必要な調整を行う。 ・ ・・・との必要な調整を行う。 

（追加） 

・ 仮置場については、環境省「災害廃棄物対策指針」の【技 18-

3】「仮置場の確保と配置計画に当たっての留意事項」、【技 18-4】

「仮置場の運用に当たっての留意事項」などに詳細がまとめられ

ている。同資料からの抜粋も含め、市町村が設置する仮置場の設

置・運営に関する考え方や注意事項の主な要点を以下にまとめ

る。 

・ 県は各市町村に、看板等の必要資機材や関係団体との調整、

管理人員の確保等、平時から事前に準備し、協議・調整できるも

のはあらかじめ実施しておくことを助言する。 

 

【発災直後の仮置場開設】 

・発災直後から排出される片付けごみの保管場所として、平時か

ら準備しておいた仮置場の開設を迅速に行う。 

・仮置場の場所、受付日、時間、分別・排出方法等について住民

等へ周知・広報する。 

・土地の返還を想定して仮置き前に土壌の採取を行い、必要に応

じて分析できるようにしておく。 

・民有地の場合、汚染を防止するための対策と原状復旧時の返却
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

ルールを事前に作成し、地権者や住民に提案することが望まし

い。 

 

【仮置場の管理運営】 

・出入口に交通誘導員を配置し、入口に受付を設置する。また場

内には、分別指導や荷下ろしを補助するための人員を配置する。 

・出入口に門扉を設置できない時は、夜間に不法投棄等をされな

いよう、重機でふさいだり、警備員を配置する。 

・片付けごみの搬入量を把握するため、車両の搬入台数を記録す

る。公費解体に伴い発生した災害廃棄物については、その搬入量・

搬出量の概略値の把握等のため、必要に応じて簡易計量器を出入

口に設置する。 

・搬入・搬出車両の動線を考慮する。左折での出入りとし場内は

一方通行とするため、動線は右回り（時計回り）とするのがよい。

場内道路幅は、搬入車両と搬出用の大型車両の通行が円滑にでき

るよう配慮する。 

・仮置場には、災害廃棄物処理事業の対象ではない「便乗ごみ」

が排出されやすいため、受付時の被災者の確認、積荷チェック、

周囲へのフェンスの設置、出入口への警備員の配置など、必要に

応じて防止策を検討する。 

・仮置場内レイアウトの留意点としては、「順番に下ろしやすい

よう、大きなものや重いものの置場は後のほうに配置する」「処

理困難物・危険物や廃建材（アスベスト含有の可能性あり）は可
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

能であれば離れた場所に配置する」といった点を踏まえた分別配

置にする。分別およびレイアウトの例を以下に示す。 

 

 

仮置場での分別例（出典：環境省） 

 

 

レイアウト例１（縦横に余裕がある敷地のケース） 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

 

レイアウト例２（細長い敷地のケース） 

 

【環境対策・火災防止等】 

・大気環境や騒音・振動、臭気等の環境モニタリングを行い、労

働災害の防止や、周辺住民への生活環境への影響を防止するよう

努める。 

・廃棄物の積み上げ高さは、５ｍ以上とならないように管理する

など、火災防止には十分留意する。 

・災害により破損した太陽光発電設備の保管及び処理に当たっ

ては、感電の防止、破損等による怪我の防止、水濡れの防止、仮

置場で保管する場合においては分別保管等に留意が必要である

ことから、県は市町村に必要な助言を行う。 

・太陽光発電設備は、一部破損していても受光面に光が当たると

発電し、感電事故の発生が懸念されるため、みだりに人が近づか

ないような措置を取り、受光面を下にするか遮光用シートで覆い

発電しないようにし、厚手のゴム手袋をして作業するなどの一連

の措置が必要となる。詳細については、災害廃棄物対策指針【技 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

24-16】「太陽光発電設備の取扱いについて（被災した太陽光発電

設備の取扱い上の留意事項）」を参照のこと。 

・石綿の飛散防止の観点から、県は市町村に必要な助言を行う。 

・石綿を含有しているおそれのある廃棄物については、初動対応

者や住民等への注意喚起をはじめ、解体や片付けの際に明確に分

別して袋詰め等すること、十分に湿潤化を行うこと、破砕や切断

は最小限に行うことなどの対策が求められる。詳細については、

「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル（第３

版）」（令和５年４月・環境省）を参照のこと。 

 

70 

16 行目 

「５ 住民広

報」を新設 

 （追加） 

５ 住民広報 

・災害廃棄物の処理について、住民への広報を適切に行うよ

う、県は市町村に助言する。 

・主な広報手段とその特性については、下記のとおり整理され

る。いずれか一つに限定するのではなく、状況に応じて複数手

段を組み合わせて使い分けるのが効果的である。 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

・災害廃棄物の処理方法（仮置場の案内）の広報を想定した場

合、掲載すべき項目を平時から整理し、チラシ等の文面の作成

を平時から進めておくことが重要となる。発災後に急いで作成

すると重要項目の抜け等が発生しがちである。迅速かつ正確な

情報伝達が、不適正な災害廃棄物の投棄などを防ぐことにもつ

ながる。 

・チラシ等で案内すべき内容・項目としては、例えば下記のと

おり整理される。なお、こうした内容は平時から構成しておく

べき内容であるため、平時においても可能な範囲で住民への広

報や意識醸成を行うことが望ましい。日常ごみの分別パンフレ

ット内に災害ごみの項目を設けて仮置場開設や分別品目を記載

している例や、住民を含めた災害廃棄物ワークショップを開催

している例などもある。（再掲） 

 

 

≪掲載すべき内容（仮置場開設の例）≫ 

（タイトル） 

災害ごみの仮置場を開設します 

 

（内容） 

●設置場所（地図と車両ルート付き） 

●搬入できる日程・時間 

●搬入できるもの・できないものの一覧 
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

●注意事項・必要事項・持参物 

（危険物・生活ごみ・便乗ごみ・域外搬入禁止、住所確認書類

持参など） 

●場内配置図と下ろす順序 

（下ろしやすいよう積んでもらうため） 

●場内では係員の誘導に従うこと 

●高齢者など搬入困難者への対応（あれば） 

●問い合わせ先 

 

・広報チラシの作成例を資料編に示す。 

 

70 

16 行目 

「５ 産業廃棄

物処理施設の

活用」番号変

更 

５ 産業廃棄物処理施設の活用 ６ 産業廃棄物処理施設の活用 
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第３章 

該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

72 【図６】 

番号変更 

【図６】 【図４】 

73 

26 行目 

「５ 災害廃

棄物処理の進

捗管理」 

 

削除 
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言葉の修正 

 

  

該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

2 

35 行目 

 

「１ 基本的考

え方」項 

・ 災害廃棄物のうち、地震等の災害により主として建物の倒

壊等から発生するがれき類の （略） 

・ 災害廃棄物のうち、地震等の災害により主として建物の倒

壊等から発生するがれきの （略） 

9 

7 行目、 

表中 

「 （２）対象と

する災害廃棄

物」項 

イ 災害廃棄物の種類 

・ 災害廃棄物は、がれき類、 （略） 

 

【表２】 

（区分）がれき類 

イ 災害廃棄物の種類 

・ 災害廃棄物は、がれき、 （略） 

 

【表２】 

（区分）がれき 

全編  上記以外の「がれき類」という言葉 「災害廃棄物」に修正 
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資料編 

該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

22 表１１～２１  表１～１１に付番を改め、資料編へ移動 

追加   【想定災害ごと・圏域ごとの片付けごみ発生量推計】 

 想定災害ごとの片付けごみ発生量推計を、表１２に示す。 

 

【表１２】想定災害ごと・圏域ごとの片付けごみ発生量推計 

 

29 表２５、２６  表１３、１４に付番を改め、資料編へ移動 

39 ① ～⑪表  表１５～２５に付番を改め、資料編へ移動 

追加   【広報チラシの作成例】 

想定災害 岐阜圏域 西濃圏域 中濃圏域 東濃圏域 飛騨圏域 県合計

①南海トラフ巨大地震 145 77 49 54 13 338

②養老-桑名-四日市断層帯地震 201 221 25 8 0 454

③阿寺断層系地震

（南端から北西へ）
8 4 27 19 75 133

④阿寺断層系地震

（北端から南東へ）
11 6 26 72 42 157

⑤高山・大原断層帯地震

（北端から南西へ）
10 7 31 1 72 122

⑥高山・大原断層帯地震

（南端から北東へ）
0 0 7 0 89 97

⑦跡津川断層帯地震 21 11 21 2 93 147

⑧揖斐川-武儀川（濃尾）

断層帯地震（北端から南東へ）
294 80 126 15 2 517

⑨長良川上流断層帯地震

（北端から南へ）
66 16 103 14 15 213

⑩長良川上流断層帯地震

（南端から北へ）
5 2 48 0 9 65

⑪屏風山・恵那山及び猿投山断層

帯地震（南端から北東へ）
11 4 16 174 2 207
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該当頁行 

(旧) 
該当箇所 旧 新 

 

※編集可能なファイルは、環境省ホームページ「災害廃棄物対

策情報サイト」からダウンロード可能 

 

 

※ 上記のほか、軽微な誤字脱字等の加筆修正を行った。 

以上 


